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燕市企画財政部地域振興課Vol.1111月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

暴力とは、殴る蹴るなどの身体的暴力だけを指すわけで

はありません。

女性活躍・ダイバーシティ推進フォーラム2024を開催

性犯罪・性暴力を相談

＃8891 内閣府 ワンストップ支援センター

＃8103 警察庁 性犯罪被害者相談電話

配偶者・交際相手からの暴力を相談

＃8008 内閣府 DV相談ナビ
はれれば

はやくワンストップ

ハートさん

相談先

燕市では「第4次燕市男女共同参画推進プラン」を策定しさまざまな取組を進めて

います。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。

URL▶https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kikaku_zaisei/2/26/index.html

燕市では、女性をはじめとした多様な人材の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの実現に向け、

事業者の理解促進を図るためのフォーラムを11月19日㊋に開催します。

男女共同参画社会とは「男女が互いに人権を尊重し、一人ひとりが持っている個性や能力を十分

に発揮できる豊かな社会」のことです。その実現のためには個人の意識啓発はもちろんですが、企

業の理解や、制度充実が欠かせません。

普段企業で採用に携わっている人でな

くても、どなたでも参加OKです。オン

ライン参加も出来ますので、お気軽に

ご参加ください。

仕事も趣味も･･･
家族も友達も･･･
全部大切にしたい！

→→→→
詳しくは
燕市ホー
ムページ

悩みを相談したいという人はもちろん、悩みを打ち明け

られた人も相談窓口を教えてあげてください。

●人格を否定するような暴言 ●交友関係を細かく監視

●自分や家族に危害を加えるような脅迫

●生活費を渡さない ●外で働くことを制限

●嫌がっているのに性的な行為を強要


